
一
頁

○
内
閣
府
令
第
三
十
九
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関

す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
法
令
の
規
定
に
基

づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国

籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
警
察
庁
関
係
内
閣
府
令

の
整
備
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
警
察
庁
関
係
内
閣
府
令
の
整
備
等
に
関
す
る
内
閣
府

令

（
質
屋
営
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

質
屋
営
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



二
頁

第
二
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
と
す
る
」
を
「
住
民
基
本
台
帳
法
（

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に

規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
」
に
改
め
る
。

（
警
察
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

警
察
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
第
四
十
条
第
二
号
ハ
」
を
「
第
四
十
条
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
中
「
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
」
を
「
国
籍
等
（
住
民
基
本
台
帳

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
記
載
の
あ

る
住
民
票
の
写
し
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
」
を
「
国
籍
等
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

」
に
改
め
る
。



三
頁

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
」
を
「
国
籍
等
の
記
載
の
あ
る
住
民
票

の
写
し
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
）

」
を
削
る
。

第
五
十
条
第
一
号
中
「
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
」
を
「
住
民
基
本

台
帳
法
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
及
び
第
七
十
条
中
「
戸
籍
抄
本
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る

書
類
」
を
「
戸
籍
抄
本
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
等
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
」
に
、
「
住
民
票
の
写
し
（
外
国

人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
）
」
を
「
住
民
票
の
写
し
」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
」
を
「
国
籍
等
の
記
載
の
あ
る

住
民
票
の
写
し
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
二
号
ロ
中
「
、
外
国
人
登
録
証
明
書
」
及
び
「
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
」
を
削
り
、
「
限

る
。
）
」
の
下
に
「
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す

る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平



四
頁

成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
」
を
加
え
、
「
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三

百
十
九
号
）
」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
備
考
第
九
号
中
「
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
類
す
る
書
類
」
を
「
国
籍
等
の
記
載
の
あ
る
住

民
票
の
写
し
」
に
改
め
る
。

（
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
十
六
第
二
号
中
「
、
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登

録
証
明
書
」
を
削
り
、
「
登
録
証
明
書
等
」
を
「
旅
券
等
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
事
項
」
の
下
に
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍

等
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
登
録
証
明
書
等
」
を
「
旅
券
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
本
籍
」
の
下
に
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
国
籍
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
登
録

証
明
書
等
」
を
「
旅
券
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
十
二
第
三
項
第
二
号
中
「
登
録
証
明
書
等
」
を
「
旅
券
等
」
に
改
め
る
。



五
頁

第
三
十
五
条
第
一
号
中
「
（
登
録
証
明
書
等
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

（
指
定
射
撃
場
の
指
定
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

指
定
射
撃
場
の
指
定
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
条
第
五
号
中
「
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
」
を
「
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法

律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等

）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
」
に
改
め
る
。

（
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
事
項
」
の
下
に
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍

等
）
」
を
加
え
、
「
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
）
」
を
削
る
。

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

の
一
部
改
正
）



六
頁

第
七
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣

府
令
（
昭
和
六
十
年
総
理
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
四
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
外

国
人
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）

第
二
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
生
年
月
日
」
を
「
住
民
基
本
台
帳
法
第
七
条
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
」
に
改
め

、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
し
、
同
号
ヘ
中
「
イ
か
ら
ホ
」
を
「
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
に

改
め
、
同
号
中
ヘ
を
ホ
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド

第
二
十
一
条
第
三
号
中
「
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
書
類
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六

年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
第
十
九
条
第
四
項
の
資
格
外
活
動
許
可
書
又
は
同
令
第
十
九
条
の
三
の
就
労
資
格
証
明
書
」
を



七
頁

「
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）

第
十
九
条
第
四
項
の
証
印
が
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
四
項
の
証
印
が
さ
れ
て
い
な
い

も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
項
に
規
定
す
る
資
格
外
活
動
許
可
書
又
は
同
令
第
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
就
労

資
格
証
明
書

ハ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

第
二
十
一
条
第
四
号
中
「
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
特
別
永
住
者
と
し
て
永
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
」
に
改
め
る
。

（
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
事
項
」
の
下
に
「
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍



八
頁

等
）
」
を
加
え
、
「
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
写
し
）
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者

等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法

」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請

書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和

二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
が
所
持
す
る
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る

廃
止
前
の
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
（
以
下
「
登
録
証
明

書
」
と
い
う
。
）
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
し
、
日
本
国
と
の
平

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下



九
頁

「
特
例
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
が
所
持
す
る
登
録
証
明
書
は
特
例
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永

住
者
証
明
書
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
証
明
書
が
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
さ
れ
る
期
間
は
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
定
め

る
期
間
と
し
、
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
る
期
間
は
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

第
三
条

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
又
は
第
三
十

四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

第
四
条

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


